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Ⅱ 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況  平成 22 年度 
 
１ 概要説明 
(1) 第３次基本計画の構成とまちづくり指標の設定 

平成 13 年に策定した第３次基本計画（目標年次：平成 22

年度）では、施策の目標を明確にするために、施策ごとに｢ま

ちづくり指標｣という成果指標を設定し、各施策の目指す目標

を可能な限り数値で示しました。その後、基本計画は平成 17

年３月に第１次改定を、平成 20 年３月には第２次改定を行い

ました。特に第２次改定においては、すでに最終目標を達成

したまちづくり指標について、より高い目標値の再設定や、

別の新たな指標を設定するなどの見直しを行いました。 

(2)本章の構成とまちづくり指標の達成状況 

本章では、第３次基本計画（２次改定）の 35施策の進捗状

況と成果について、「まちづくり指標」の達成状況等を、グラ

フを用いて分かりやすく掲載しています。また、平成 22年度

が計画期間の最終目標年次であることから、「第３次基本計画（第２次改定）の達成状況」と

して施策を全体的に振り返る評価を記載しています。 

全まちづくり指標 86 件のうち、目標値を達成したものは、39 件（約 45％）でした。まち

づくり指標は、施策が目指すべき具体的な目標値ですが、計画の改定時にさらに高い目標値

を再設定したことなどから、個々の施策、事業の取り組みを進めたものの指標に掲げる目標

値に至らなかったものがありました。 

これに対し、事業ベースの達成状況としては、基本計画に「計画期間の目標」としてスケ

ジュールを明示している主要事業 275 事業のうち、約９割の事業が目標を達成しています（達

成 240件、一部達成 30件、未着手５件）。 

なお、上記の全 35施策の達成状況が「施策レベルの評価」であるのに対して、事業評価で

は、「事務・事業レベルの評価」として基本計画における主要事業等の進捗状況や成果の評価

を行っています。事業評価の評価結果については、その概要を 67ページで説明するとともに、

全評価対象事業 122件の評価表を、別冊資料編と市のホームページに掲載しています。 

(3)第４次基本計画の策定に向けて 

基本計画は、基本構想に示された課題に取り組み、その基本目標等を実現することを目的

としたもので、計画的な行財政運営の指針となるものです。新たな総合計画となる第４次基

本計画の策定に向け、平成 22年度は「第４次基本計画及び個別計画の策定等に関する基本方

針」に基づく取り組みを進めました（取り組みの詳細については 66ページ参照）。 

平成 23年度は、各個別計画の策定・改定等を含め、多元的・多層的な市民参加の推進を図

りながら、市の長期的・将来的な政策課題を抽出し、第４次基本計画を策定します。平成 23

年６月に「基本計画策定に関する基本的方向（討議要綱）」を作成し、東日本大震災の発生な

ど、市を取り巻く潮流と施策の方向性を明示しました。この中で、「都市再生」と「コミュニ

ティ創生」を２つの最重点プロジェクトとし、「危機管理」の緊急プロジェクトを加えて取り

組みを進めることとしています。なお、第３次基本計画（第２次改定）の未達成事業では、

引き続き取り組む事業について、第４次基本計画においても確実な推進を図ります。 
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第３次三鷹市基本計画（第２次改定）の各論の体系 
 
 
 
 
第１部   世界に開かれた平和・人権のまちをつくる                                           

◆第１ 国際化の推進   ◆第２ 平和・人権施策の推進    ◆第３ 男女平等社会の実現 
 
第２部   魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる                                       

◆第１ 情報環境の整備    ◆第２ 都市型農業の育成    ◆第３ 都市型産業の育成 
◆第４ 商業環境の整備    ◆第５ 消費生活の向上     ◆第６ 再開発の推進 

 
第３部   安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる                                        

◆第１ 安全で快適な道路の整備    ◆第２ 緑と水の快適空間の創造    ◆第３ 住環境の改善 
１ 住環境の改善  ２ 安全安心のまちづくり    ◆第４ 災害に強いまちづくりの推進    

◆第５ 都市交通環境の整備 
 
第４部   人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる                                       

◆第１ 環境保全の推進  １ 環境保全  ２ 公害防止    ◆第２ 資源循環型ごみ処理の推進 
◆第３ 水循環の促進  １ 上水道と雨水利用  ２ 下水道と雨水浸透 

 
第５部   希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる                                        

◆第１ 地域福祉の推進    ◆第２ 高齢者福祉の充実    ◆第３ 障がい者福祉の充実 
◆第４ 生活支援の充実    ◆第５ 健康づくりの推進   

 
第６部   いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる                                  

◆第１ 子どもの人権の尊重    ◆第２ 子育て支援の充実    ◆第３ 魅力ある教育の推進 
◆第４ 安全で開かれた学校環境の整備 

 
第７部   創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちをつくる                                 

◆第１ 生涯学習の推進  １ 生涯学習活動  ２ 図書館活動    ◆第２ 市民スポーツ活動の推進 
◆第３ 芸術・文化のまちづくりの推進 

 
第８部   ふれあいと協働で進める市民自治のまちをつくる                                      

◆第１ コミュニティの展開と協働のまちづくりの推進 
◆第２ 「21 世紀型自治体」の実現と都市自治の確立 
 
 

 
 【まちづくり指標の達成状況のグラフの見方】 

次ページからの基本計画 35 施策の達成状況は、まちづくり指標の

達成状況については、表のほかに、より分かりやすくするためにグラ

フを掲載しています。 
グラフの数値は左から《平成 15 年度（前期）達成値》、《平成 18 年

度（中期）達成値》、《平成 19 年度達成値》、《平成 20 年度達成値》、

《平成 21 年度達成値》《平成 22 年度達成値》となっており、それぞれ

実績値を“●”で表し、実線で結んでいます。 
また、第３次基本計画（第２次改定）の《目標値》については“○”で

表しています。 
なお、実績値及び目標値がないものについては表記していません。 

２ 第３次基本計画（第２次改定）全 35 施策の達成状況  （※次ページより、35 施策の達成状況を掲載しています。） 

平和推進関連事業の参加者数
（行政指標）

2,278

3,182

3,648

2278

2,928

2,809

2,460

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H15 H18 H19 H20 H21 H22 目標

人

 

各年度の

実績値 

目標値 
↑ 

↑ 
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国際化の推進 

世界に開かれた平和・人権のまちをつくる 
主な担当課：企画部企画経営課 

第１部 
第１ 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 
 これまでの主な取り組みと成果                
国際化に対応する施策の展開としては、（財）三鷹国際

交流協会（ＭＩＳＨＯＰ）を中心とした、多文化共生の拠点
化に向けた活動を進めました。その中でも外国籍市民が
安全に、安心して地域で生活を送ることができるための生
活・教育支援活動に力を入れました。また、「みたか国際
化円卓会議」第６期（１期あたり２年）の後半では、10 年ぶ
りに外国籍市民向けのアンケートを実施し、今までの施策
の取り組みの方向性の検証及び新たな課題の発見に努
め、第６期の報告として市へ提出しました。 

通訳・翻訳ボランティアサービス制度は、外国籍市民
等にも暮らしやすいまちづくりの推進を目的として、平成
15 年度からＭＩＳＨＯＰと協働で運用を開始しました。この
制度の登録ボランティア数は平成 23 年３月末現在で 142
人となっています。また、「外国人のための小学校説明
会」についても、引き続き市・教育委員会・ＭＩＳＨＯＰの協
働で開催しました。 

外国籍市民等に対する情報発信としては、毎月発行し
ている英語版広報誌「ＣＩＴＹ ＮＥＷＳ」、平成 21 年度に
レイアウトを変更し、より一層見やすくなった英語版ホーム
ページ等を通じて行いました。また、市で作成する通知文
の翻訳については、翻訳ボランティアの協力を得ながら、
平成22年度には、保育園や学童保育所等の通知文等に
ついて行いました。 

 
 平成23年度の取り組み課題                
 （財）三鷹国際交流協会については、平成24年度中の
公益財団法人への移行に向けた取り組みを、各関係機
関等と調整を図りながら進めます。 

みたか国際化円卓会議については、平成23年度から
新たに第７期が始まりますが、第６期報告を真摯に受けと
め、平成22年度に実施したアンケートの集計・分析結果
を踏まえ、施策の展開を図ります。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

 外国籍市民に対する情報提供については、市の「英語版ホームページ」、「ＣＩＴＹ ＮＥＷＳ」及び「外国語版

生活ガイド」等を通じて行いました。近年のＩＣＴ技術の急速な普及に伴い、インターネットを通じて情報を収集

する方が多いことから、特にホームページについては利用者の視点に立ったリニューアルをした結果、着実に

アクセス数も増加してきています。外国人相談事業については、平成８年度に、「英語」「中国語」「ハングル」３

か国語の専門相談窓口を開設しましたが、利用実績が少ないことから、「ハングル」については平成 19 年度

末、「中国語」については平成 22 年度末をもってそれぞれ廃止しました。今後は、通訳・翻訳ボランティアサー

ビス制度の利用促進に向けたＰＲに努めます。海外自治体等と連携したネットワークの検討については、世界

テレポート連合（ＷＴＡ）の内部組織（ＩＣＦ）に加盟する海外自治体等と情報交換等を行い、2005 年にトップ・ワ

ン（加盟団体の中から一団体、情報先進都市として認められた自治体に送られる賞）を受賞するという一定の成

果が得られました。今後は、国内のＮＰＯ団体等と連携を一層強化し、外国籍市民の安全と安心に向けたまち

づくりを進めます。 

 

英語版ホームページのアクセス件数 
（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 12 年） ― 

前期実績値（平成 15 年度） ５，６９４件 

中期実績値（平成 18 年度） ９，５５６件 

平成 19 年度達成値 １１，０８６件 

平成 20 年度達成値 １２，４７０件 

目標値（平成 22 年） １２，０００件 
  

平成 21 年度のアクセス件数 ３２，８８１件 

平成 22 年度のアクセス件数 ３４，６７７件 

※平成21年度から、より利用実態に近い数値を用い
てアクセス件数を集計 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

通訳・翻訳ボランティア登録者数 
(協働指標) 

計画策定時の状況（平成 12 年） ― 

前期実績値（平成 15 年度） ６０人 

中期実績値（平成 18 年度） １１４人 

平成 19 年度達成値 １０９人 

平成 20 年度達成値 １１３人 

平成 21 年度達成値 １１４人 

平成 22 年度達成値 １４２人 

目標値（平成 22 年） １５０人 

 
 英語版ホームページのアクセス件数

（行政指標）

12,470

32,881

5,694

9,556
11,086

34,667

12,000
5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H15 H18 H19 H20 H21 H22 目標

件

 

 まちづくり指標について 

外国籍市民の三鷹での日常生活を支援するために英語版ホームページを平成13年度に開設し、平成
15年度に古くなった固定ページを更新しました。平成21年度には、より利便性の高いホームページを目指
してリニューアルをしました。英語版ホームページのアクセス数は既に平成20年度で目標値を達成し、着
実に利用者が増えています。 
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平和・人権施策の推進 

世界に開かれた平和・人権のまちをつくる 
主な担当課：企画部企画経営課 

第１部 
第２ 

これまでの主な取り組みと成果                

非核・平和事業の取り組みとして、みたか平和のつどい

を市内の各協力団体との協働で企画・運営しました。ま

た、３月には従来の平和映画祭に代わり、３月10日の東京

都平和の日を記念し、新たに東京空襲パネル展を実施し

ました。 

子どもの人権尊重の具体的な取り組みとして、ＣＡＰワ

ークショップ（子ども自身の力を高めるプログラム）を市内６

つの小学校の協力を得て、授業の一環として実施しまし

た。なお、３月下旬に予定していた一般市民向けのワーク

ショップについては、東日本大震災の影響で開催を中止

しました。また、幼少期からの平和意識醸成を目的に、小

学生から募集した絵とメッセージを掲載した平和カレンダ

ーを3,400部作成し、市内小学校や各施設・市民等に配

布しました。 

憲法施行記念事業としては、憲法を記念する市民のつ

どい（参加者延べ810人）、市民憲法講座（２回、参加者延

べ37人）を、憲法を記念する三鷹市民の会との協働で開

催し、市民向けに、憲法についての意識を深め、改めて

考える機会を提供しました。 

その他、住民協議会（７団体）を対象とした平和事業に

対する補助金交付に代わり、新たに、市内の戦争遺跡を

訪ねるフィールドワーク講座を３月中旬に企画しましたが、

東日本大震災の影響で中止しました。また、市制施行60

周年記念事業として、平成22年度に三鷹・長崎平和交流

事業を実施しました。市立中学校の生徒７人を長崎市に

派遣し、平和交流事業等へ参加するとともに、長崎市から

の派遣団を迎え意見発表会・報告会を開催するなど、相

互交流を図りました。 

 

 平成23年度の取り組み課題                                             

小学校におけるＣＡＰワークショップは、前年度実績と変わ

らず６校での実施となりました。市立小学校全15校での実施を

目指し、各校の理解と協力を得るために今後もＰＲに努めま

す。また、平成22年度新規事業の東京空襲パネル展とフィー

ルドワーク講座については、震災の影響でフィールドワーク講

座の実施を見送りましたが、平成23年度も引き続き実施に向

けて取り組みます。 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

平和推進関連事業の参加者数 
（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 12 年） ２，１１０人 

前期実績値（平成 15 年度） ２，４６０人 

中期実績値（平成 18 年度） ３，６４８人 

平成 19 年度達成値 ３，１８２人 

平成 20 年度達成値 ２，９２８人 

平成 21 年度達成値 ２，８０９人 

平成 22 年度達成値 ２，６６５人 

目標値（平成 22 年） ４，０００人 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

平和推進関連事業の参加者数
（行政指標）

4,000

2,665

3,648

2,460
2,809

3,182

2,928

2,110

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H12 H15 H18 H19 H20 H21 H22 目標

人

 

 まちづくり指標について 

平成22年度の総参加者数は2,665人で、

参加者及び協力団体構成員の高齢化や猛

暑の影響を受け、前年度に比べ約５％減少

しました。８月の平和のつどいを中心とした事

業への参加者数が減っていることから、関係機

関等を通じて参加を呼びかけるとともに、平成

22 年度から始めた新規事業についても、広報

等を通じ事業の定着に努めます。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

積極的平和の意識を広めることを目的として、平成 16 年度から実施した「市民海外インターンシップ制度」

は、海外でＮＧＯ等が行う活動・研修（ワークキャンプ等）に参加する市民に対して、その参加費用の助成を行う

もので、参加後に報告会を開催してきました。毎年積極的に制度のＰＲを行い、報告会を通じて海外におけるＮ

ＧＯ活動等への関心が寄せられましたが、平成 21 年の新型インフルエンザの世界的な流行の影響により、同

年度をもって廃止しました。平成 22 年度は、三鷹・長崎平和交流事業を市制施行 60 周年事業として実施しま

した。 

国際連合では、2001 年から 2010 年を「世界の子どもたちのための平和の文化と非暴力の国際 10 年」と定

め、あらゆる場における平和と非暴力の実践を奨励してきました。市では国際機関等と連携した取り組みは行

いませんでしたが、その趣旨を踏まえ、地球市民講座、平和カレンダー、ＣＡＰワークショップなどの事業を実施

しました。 
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男女平等社会の実現 

世界に開かれた平和・人権のまちをつくる 
主な担当課：企画部企画経営課 

第１部 
第３ 

市 の行 政 委 員 会 ・審 議 会 等 に

おける女性委員の割合（行政指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ３４．４％ 

前期実績値（平成 15 年度） ３４．３％ 

中期実績値（平成 18 年度） ３１．２％ 

平成 19 年度達成値 ３３．７％ 

平成 20 年度達成値 ３５．５％ 

平成 21 年度達成値 ３５．５％ 

平成 22 年度達成値 ３８．８％ 

目標値（平成 22 年） ５０．０％ 

 
 

 まちづ く り指標の達成状況  

市の行政委員会・審議会等における
女性委員の割合（行政指標）

50
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 これまでの主な取り組みと成果                

男女平等参画審議会については、平成22年度に３回

開催しました。平成23年度に予定している第４次基本計

画及び男女平等行動計画2022（仮称）の策定に向けた

質疑応答及び意見・提案がありました。また、平成22年度

は男女平等に関する市民意識・実態調査を実施し、直近

の男女平等に関する市民意識を把握しました。この調査

では、無作為抽出により市内の20歳以上の男女個人

2,000人に調査票を郵送し、878人から有効回答がありま

した。回収率は43.9％となり、前回調査（平成16年度実

施）に比べ、５ポイント上昇していることからも、この分野に

おける市民の関心の高さがうかがえました。今後はこの調

査・分析結果を十分に参考とし、計画づくりの基礎資料と

します。なお、男女平等参画相談の実績は、平成22年度

は１件でした。 

男女平等参画意識醸成のための普及啓発事業につ

いては、３回連続講座として「ワーク・ライフ・バランス講座

～仕事と生活の調和は会話のある家庭から～」を開催

し、夫婦そろって参加できるよう工夫をしました。 

また、男女平等を推進する市民団体（女性問題懇談

会）と協働で開催している「みたか市民フォーラム」では、

吉永みち子さんによる講演会「自分を生きるということ」の

開催、内閣府の男女共同参画週間（毎年６月23日～29

日の１週間）にあわせて実施した男女共同参画週間パネ

ル展の実施、男女平等参画啓発冊誌「コーヒー入れ

て！」の発行を行いました。「コーヒー入れて！」では、「リ

タイアからのチャレンジ（51号）」、「女性が起業するって

大変なことですか？（52号）」という特集をそれぞれ組み、

２回発行しました。 

 

 平成23年度の取り組み課題                

 男女平等参画審議会の開催回数を通常年度の２倍にあ

たる６回程度開催し、第４次基本計画及び男女平等行動

計画2022（仮称）策定に向けた意見交換等を集中的に行

います。また、骨格案及び素案等の作成の時期にあわせ

て提言を行うなど、積極的な取り組みを進めます。また、

「みたか市民フォーラム」の開催や「コーヒー入れて！」の

発行などについては、引き続き市民団体と協働で行い、男

女平等施策をともに推進します。 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価  

 まちづくり指標について 

  女性委員の割合は、２年連続して

35.5％と伸び悩んでいましたが、平成 22

年度は 3.3ポイント上昇し、38.8％となりま

した。計画期間全体を通じては、途中一

時的に低下したものの、近年上昇に転

じ、徐々にではありますが、当初の目標

に近づきつつあります。今後も目標値で

ある 50％達成を目指し、庁内及び関係

機関等の理解を得ながら、取り組みを進

めます。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

男女平等参画条例が平成 18 年４月に施行され、男女平等に関わる事業等を開催する機会を捉えて啓発を

しています。市民の認知度を高める必要があることから、引き続き男女平等行動計画を推進しながら普及啓発

に努めます。仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）については、平成 22年３月３日に「仕事と生活の調和

推進宣言」を行いました。宣言都市は全国で７自治体（三鷹市を含む）あり、都内では他に江戸川区が宣言して

います。女性交流室については、市民への情報提供及び情報交換の場としての機能強化の一環として、パソ

コンとプリンターを平成 18年度に設置しました。今後も更なる利用率の向上に向けた取り組みを検討します。庁

内連絡会議の機能充実については、毎年、「男女平等行動計画取り組みの現状」を作成し、意見交換及び情

報共有を行っていますが、職員全体に男女平等参画条例の理念・目的を更に周知徹底するために、引き続き

積極的に庁内連絡会議を利活用します。 
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第２部 
第１ 

魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 

情報環境の整備 主な担当課：企画部情報推進課 

市ホームページへのアクセス件数
（行政指標）
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市ホームページへのアクセス件数        
（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 12 年） 215,761 件 

前期実績値（平成 15 年度） 462,987 件 

中期実績値（平成 18 年度） 673,754 件 

平成 19 年度達成値 750,945 件 

平成 20 年度達成値 801,307 件 

目標値（平成 22 年） 800,000 件 
  

平成 21 年度のアクセス件数 1,669,088 件 

平成 22 年度のアクセス件数 2,274,948 件 

※平成 21 年度から、より利用実態に近い数値を用い
てアクセス件数を集計 

 

インターネットで届出・申請できる 

手続きの種類       （行政指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ２種類 
前期実績値（平成 15 年度） ９種類 
中期実績値（平成 18 年度） １７種類 

平成 19 年度達成値 １８種類 
平成 20 年度達成値 ２１種類 

平成 21 年度達成値 ２６種類 
平成 22 年度達成値 ２７種類 
目標値（平成 22 年） ５０種類 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 まちづくり指標について 

電子申請の平成22年度末の達成数は27となってお

り、当初の目標である 50 に届いていません。一方、市

ホームページは平成 20 年度にリニューアルを行いまし

たが、アクセス数は既に平成20年度で目標値を達成し

ました。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

ユビキタス・コミュニティ推進基本方針に基づき、民学産公の推進体制を整備するとともに、地域ＳＮＳ、ＦＡＱ

システムの導入、コンビニエンス・ストアにおける住民票等の証明書の交付を実現しました。 

一方、行政手続きについても電子化を推進しました。庁内向けには、住民サービスを対象とした基幹系システ

ムの活用や、統合型地理情報システム（ＧＩＳ）を導入しました。また、東京電子自治体共同運営サービスを活用

し、インターネットを利用した電子申請及び電子調達サービスの提供を開始しました。市のホームページから直

接申し込みができる手続きなどを加えながら、対象業務・範囲を順次拡大しています。さらに、コンビニエンス・

ストアや銀行のＡＴＭ等で税等の支払いを可能にするなど、市民の利便性の向上を目的とした電子化を進めま

した。 

情報セキュリティについては、平成14年度からＩＳＭＳ（情報セキュリティ・マネジメントシステム）の整備に取り

組み、現在11の部署（課）で認証を取得し、運用しています。 

また、基幹系システムの使用期間終了に伴い、次期基幹系システムの構築を行っています。構築にあたって

は、より一層のコスト削減と安定稼働の実現に向け、新たな技術や資源の導入を検討しています。 

 これまでの主な取り組みと成果                
情報セキュリティに対する取り組みとして、ＩＳＭＳの

継続運用を行いました。全庁職員を対象とした情報セ
キュリティに関するアンケートを行ったほか、「情報セキ
ュリティハンドブック」を改訂し、職員に配布するなど情
報セキュリティに関する周知を図りました。また平成 22
年度には地震などの災害時においても市民サービスが
中断することのないよう、仮に中断した場合には、早期
に復旧することを目的としてＩＣＴ事業継続計画（ＢＣＰ）
を策定しました。 
地域ＳＮＳについては、会員登録数が 2,043 人、アク

セス 236 万件と活発に利用されています。 
市民の利便性向上のため、住民基本台帳カードを活

用し、コンビニエンス・ストアの多機能端末を利用して証
明書等（住民票の写し及び印鑑証明書）を交付するサ
ービスを平成 22 年２月から開始しました。５月には交付
範囲が全国に拡大しました。また、住民基本台帳カード
の発行手数料を 23 年３月まで無料にするなど、普及に
努めた結果、３月末までの申請受付分を含めると
10.4％と、都内最高の普及率になりました。 

 平成23年度の取り組み課題             
 ユビキタス・コミュニティ推進基本方針に基づいて実施
してきた事業の成果を引き継ぎ、さらに発展させるため、
ＩＣＴに関する新たな発展や社会状況の変化等に対応し
た地域情報化プラン2022（仮称）を策定します。 
 庁内のシステム化では、昨年度に引き続き基幹系シス
テムの再構築を行い、平成17年度に導入した認証基盤
システムは、平成24年７月からの稼働に向け、データ移
行、運用テストなど具体的な業務に取り組みます。 
 また、平成22年度に策定したＩＣＴ事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）に基づく復旧手順の確立・訓練などを行います。 
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 都市型農業の育成 
魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 

主な担当課：生活環境部生活経済課 

第２部 
第２ 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

経 営 耕 地 面 積       （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ２１９．８１ha 

前期実績値（平成 15 年） １９４．１１ha 

中期実績値（平成 18 年度）  １８２．３７ha 

平成 19 年度達成値 １７９．７０ha 

平成 20 年度達成値 １７６．５７ha 

平成 21 年度達成値 １７３．６３ha 

平成 22 年度達成値 １７１．７２ha 

目標値（平成 22 年） 維持 

 
 

主要生産物の生産高      （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） １，４２５t 

前期実績値（平成 15 年） １，１９８t 

中期実績値（平成 17 年度） １，１１７t 

平成 18 年度達成値 １，１５８ｔ 

平成 19 年度達成値 ６２６t 

平成 20 年度達成値 １，０１２ｔ 

平成 21 年度達成値 ― 

目標値（平成 22 年） 維持 

※平成 21 年度の達成値は、平成 23 年度に公表予定 

 

 

農業人口             （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） １，６７６人 

前期実績値（平成 15 年） ― 

中期実績値（平成 17 年度）* １，０９８人 

平成 19 年度達成値 ― 

平成 20 年度達成値 ― 

平成 21 年度達成値 ― 

平成 22 年度達成値 ― 

目標値（平成 22 年） 維持 
※平成 17 年農業センサス（５年毎の調査）結果による 

 

これまでの主な取り組みと成果               
農業公園については、市民が農地や農業について

学び、体験し、交流できる総合的な拠点として位置づ
け、実習農園、ウッドデッキ等において、野菜づくり、ガ
ーデニング等の講習会や、農業公園近隣農家と連携
を図り、体験農園（野菜、花のコース）を実施しました。
また、市民との協働による農業公園の運営等を図るた
めに、市民参加による農業公園運営懇談会を５回開催
し、背付ベンチの設置等の協議を行いました。 
 平成 13 年から実施している援農ボランティアの近年
の認定状況は、平成 19 年度７人、以降各年度９人、９
人、平成 22 年度には 15 人で、平成 22 年度末現在で
合計 144 人認定されました。多くの認定者が市内農家
で農地の手入れ等のボランティア活動を行っていま
す。 

市では平成 20 年度から「認定農業者制度」を実施し
ています。計画的に自らの農業経営を改善しようとする
農業者が作成した農業経営改善計画を認定し、５年後
の目標達成に向けて補助金等の支援をしています。認
定にあたっては相談支援チームによる相談会や認定
審査会を開催し、平成 21 年度は 50 経営体(74 人)、平
成 22 年度は５経営体(６人)、合計 55 経営体（80 人）を
認定しました。 

また、認定農業者等に対する市独自の支援策であ
る優良農地育成事業補助金制度では、平成 21 年度
17 件、平成 22 年度 11 件の申請があり、補助金を交付
しました。 
 平成23年度の取り組み課題              
東京都の補助事業である、都市農業経営パワーアップ

事業を活用し、認定農業者の施設整備事業に対し補助金
を交付し、農産物の生産・品質の向上等を実現します。 
  

 

経営耕地面積（協働指標）
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 まちづくり指標について 

経営耕地面積及び農業人口については、平成12年

度の状況を維持することを目指しましたが、それぞれ

減少傾向となっています。その主な要因は、相続の発

生により農地を売却しなければならないことや農家の

高齢化、後継者不足であり、多くの農家は、今後、農業

経営が困難になると考えています。なお、農業人口は

平成 22 年度に調査が完了し 23 年度に公表します。ま

た、主要生産物の生産高は、平成 19 年度に調査基準

の変更がありました。 

 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

 農地保全の目的で、平成 22 年度には生産緑地の追加指定を行いました。減少の一途をたどっている都市

農地の保存を目的とする相続税制、都市計画制度について国等に要請をしました。農産物の生産性を高めブ

ランド化に向けて、施設整備のために補助金を活用し平成 22 年度には施設整備を支援しました。農業経営基

盤促進法に基づく、経営の強化のために農家自身が経営改善計画の作成をする認定農業者制度を平成 20

年度から導入し、東京都・ＪＡ東京むさしと協働し計画作成を支援しています。農家の人手不足の解消に向け、

東京都農林水産振興財団の青空塾事業等を活用し、ＪＡ東京むさしとの協働により市民の援農ボランティアの育

成を始めました。ボランティアは市内各農場で活躍しています。 
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都市型産業の育成 

魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 
主な担当課：生活環境部生活経済課 

第２部 
第３ 

従業者一人当たりの製造品出荷額        
（協働指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） ２９，３２４千円 

前期実績値（平成 15 年） ２１，３５８千円 

中期実績値（平成 17 年） ２６，４４９千円 

平成 18 年度達成値 ２８，００２千円 

平成 19 年度達成値 ２６，２２１千円 

平成 20 年度達成値 ２６，０８８千円 

平成 21 年度達成値 ３６，１６０千円 

目標値（平成 22 年） 維持 

 

ＳＯＨＯ集積施設に入居している 
事業所数         （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ６０事業所 

前期実績値（平成 15 年） ６８事業所 

中期実績値（平成 18 年） １０５事業所 

平成 19 年度達成値 １０３事業所 

平成 20 年度達成値 １０５事業所 

平成 21 年度達成値 １０４事業所 

平成 22 年度達成値 ９８事業所 

目標値（平成 22 年） 増加 

 
 

製造業事業所数     （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 11 年） ４５２事業所 

前期実績値（平成 13 年） ４０２事業所 

中期実績値（平成 16 年） ３５２事業所 

平成 18 年度達成値 ３３０事業所 

平成 19 年度達成値 － 

平成 20 年度達成値 － 

平成 21 年度達成値 － 

平成 22 年度達成値 － 

目標値（平成 22 年） 維持 

※平成 18 年事業所・企業統計調査結果による 

 

 これまでの主な取り組みと成果                 

市内産業の活性化と、産業と生活が共生するまちづ

くりを目的として、三鷹市都市型産業誘致条例を制定

し、市内外の企業や関連機関に周知活動を行いまし

た。条例の制定にあたっては、庁内会議での検討や関

連機関からの意見聴取、パブリックコメントなどを実施し

ました。 

平成18年度から三鷹産業プラザ内に開設したコミュ

ニティビジネスサロンでは、引き続き起業や経営、ＮＰＯ

活動等に関わる相談及びレンタルデスク等の提供、セ

ミナーなど多様な起業支援を行いました。また、株式会

社まちづくり三鷹、三鷹ネットワーク大学と連携し、国の

補助金を活用した「身の丈起業塾」を開設し、起業を目

指す地域の方々を対象に、研修の場の提供やビジネス

プランコンテスト等を実施し、約100名が修了しました。 

また、平成21年の「工業振興事業補助金」に引き続

き、「中小企業情報化・新規開拓推進補助金」を商工会

に移管し、企業の見本市への出展等に対する支援を

行いました。 

また、長引く不況や東日本大震災の景気への影響を

考慮し、平成20年12月に創設した無利子融資あっせん

事業の期間を平成24年３月まで延長しました。その他、

ＮＰＯや女性・若者・シニア起業家への融資に係る利子

補給制度も引き続き運用しました。 

 平成23年度の取り組み課題              
 産業振興計画2022（仮称）の策定に取り組みます。住居

系地域にある事業所の事業継続への支援、市外からの

企業誘致、ＳＯＨＯ集積事業の新たな展開、人財の育

成、製品・サービスの付加価値性の向上に向けた支援

策、農商工連携や関連機関との密接な協働方策を検討

します。また、都市型産業誘致事業の推進のため、ＰＲ活

動や相談体制の強化を図ります。 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 
ＳＯＨＯ集積施設に入居している

事業所数（協働指標）

増加
98

104105103105

68
60

50

100

150

H12 H15 H18 H19 H20 H21 H22 目標

事業所

 

 まちづくり指標について 

製造業の事業所数は、市外への移転や廃業など
により引き続き減少傾向を示していますが、従業者
一人当たりの製造品出荷額では、増加傾向を示し
ています。ＳＯＨＯ施設入居事業者数は、ほぼ横ば
いの状態で、施設の入居率が高いことから、民間事
業者による新たな施設の整備に向けた支援策の検
討が必要です。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

産業振興計画 2010 に基づく価値創造都市型産業の振興については、平成 22 年 10 月に制定した都市型

産業誘致条例により、企業の進出を支援する体制を整えました。今後も特別用途地区などの都市計画的手法

や補助金等による支援を通じて市内での事業立地を支援します。また、平成 21 年度に「『ＳＯＨＯ CITY みた

か構想』の見直しと推進研究会」から「知識創造型産業が息づく『ＳＯＨO ＣＩＴＹ みたか』のセカンドステー

ジ」として意見集が提出され、今後の方向性が示されました。さらにアニメフェスタの実施や、ＩＣＴ事業者協会の

事業への支援を通じて、情報関連・コンテンツ事業者の集積を促進しました。 

産業プラザの支援機能としては、コミュニティビジネスサロンの運営、ソーシャルビジネスへの支援、商工会と

連携した経営・起業等相談業務の場として、充実を図りました。 

 

 

 

 

 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

平成 12、15、17、20 年度は全件調査  
その他は従業員 4 人以上の事業者を対象とした調査 
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商業環境の整備 

魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 
主な担当課：生活環境部生活経済課 

第２部 
第４ 

商 店 数            （協働指標） 
計画策定時の状況 

（平成 11 年） 
１，４２４事業所 

前期実績値（平成 13 年） １，３１７事業所 

中期実績値（平成 16 年） １，１７６事業所 

平成 18 年度達成値 １，１５０事業所 

平成 19 年度達成値 ― 

平成 20 年度達成値 ― 

平成 21 年度達成値 ― 

平成 22 年度達成値 ― 

目標値（平成 22 年） 維持 

※平成 18 年事業所・企業統計調査結果による 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

「 み た か モ ー ル 」 参 加 店 舗 数 
（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 12 年） ― 

前期実績値（平成 15 年） １２１店舗 

中期実績値（平成 18 年） ８４店舗 

平成 19 年度達成値 ７８店舗 

平成 20 年度達成値 ４０店舗 

平成 21 年度達成値 １０５店舗 

平成 22 年度達成値 １０１店舗 

目標値（平成 22 年） 増加 

 
 
従業員一人当たりの小売販売額 

（協働指標） 
計画策定時の状況 

（平成 11 年） 
１６，０３２千円 

前期実績値（平成 14 年） １６，６０３千円 

中期実績値（平成 16 年） １７，４２９千円 

平成 19 年度達成値 １９，０９０千円 

平成 20 年度達成値 ― 

平成 21 年度達成値 ― 

平成 22 年度達成値 ― 

目標値（平成 22 年） 増加 

※平成 19 年商業統計調査結果による 

 「みたかモール」参加店舗数（協働指標）

78

40
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101

維持
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店舗

 

 これまでの主な取り組みと成果                

「商店街の活性化及び商店街を中心としたまちづくり

の推進に関する条例」に基づき、各商店街が実施する

イベント事業等に対して支援しました。また、平成20年

度からは、商店会連合会（市商連）と商工会が協働で

実施している10％プレミアム付市内共通商品券事業

（三鷹むらさき商品券事業・発行額面３億３千万円）を

支援しました。各商店会では、商品券事業に連動した

独自のイベントを開催するなど、新たな顧客の獲得に

努めたほか、大型店やチェーン店を含む725の参加事

業所のうち、40の事業所が商工会に新規加入するな

ど、会員数の増加による市商連、商工会、地元商店会

の組織強化が図られました。 

平成17年度に市が取得した三鷹駅前協同ビル１階

部分と地下駐車場を、株式会社まちづくり三鷹とＮＰＯ

法人みたか都市観光協会に、店舗スペースや観光案

内所として貸し出し、中心市街地の活性化や観光振興

に活用しています。観光案内所は、年々その利用者数

を伸ばし、平成22年度には月平均2,050人の来訪者が

ありました。また、観光協会は太陽系ウォーク事業、クリ

スマスイルミネーション事業、ウィッシュツリー事業など

駅前商店会や関係機関と連携した観光振興事業を展

開し、商店街の活性化にも寄与しました。 

 

 平成23年度の取り組み課題               
引き続き商店会が実施するイベントやハード整備事業を

支援します。また、日常生活における身近な買い物の利便

性向上と、商店街の維持・振興を実現するため、買物支援

のモデル事業を実施し、持続可能で効果的な仕組みづくり

を検討します。さらに、空き店舗の実態を調査し、空き店舗

化の防止策、有効活用策等を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 まちづくり指標について 

  市内商店数は、平成 18 年調査において、小売商

店数 914、卸売商店数 236、計 1,150であり、経営不

振、事業主の高齢化、後継者不足などにより減少傾

向が続いています。一方、従業員一人当たりの小売

販売額は増加傾向が見られます。みたかモールの

参加店舗数は増加・回復傾向を示しています。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

平成 19 年３月に制定した商店街の活性化及び商店街を中心としたまちづくりの推進に関する条例に基づ

き、商店会等が実施するイベント、ハード整備等を支援し、市内共通商品券事業（三鷹むらさき商品券事業）の

実施や商工会への経営・起業等相談業務（アドバイザー派遣）の委託、補助金事務の移管等を通じて、市商

連・商工会の組織強化を図りました。平成 20 年４月に、みたか都市観光協会が「みたか観光案内所」を開設し

ました。８月にはＮＰＯ法人となり、市内の様々な地域資源の活用・情報発信を進めました。市では観光協会や

商工会等の関係団体との連携により、友好市町村等交流事業、観光振興事業のほか、三鷹「通」養成講座によ

るボランティア人財の育成事業を実施しました。 
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消費生活の向上 

魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 

主な担当課：生活環境部生活経済課 

第２部 
第５ 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

消費者活動センターの利用者数
（行政指標）

40,000

35,949

37,320

34,678

34,218

35,394

32,638

30,322

20,000

30,000

40,000

H12 H15 H18 H19 H20 H21 H22 目標

人

 

消費者活動センターの利用者数 
（行政指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
３４，２１８人 

前期実績値（平成 15 年） ３５，３９４人 

中期実績値（平成 18 年） ３２，６３８人 

平成 19 年度達成値 ３４，６７８人 

平成 20 年度達成値 ３０，３２２人 

平成 21 年度達成値 ３７，３２０人 

平成 22 年度達成値 ３５，９４９人 

目標値（平成 22 年） ４０，０００人 

 
高齢者就業支援事業・就職面接会利用

者（内定者）数         （協働指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
― 

前期実績値（平成15年） ５６９人（３４人） 

中期実績値（平成18年） １，８２８人(１１７人) 

平成 19 年度達成値 １，８６３人(１３６人) 

平成 20 年度達成値 ２，５９８人(１３９人) 

平成 21 年度達成値 ４，１６４人(１５０人) 

平成 22 年度達成値 ４，３７２人(１９８人) 

目標値（平成 22 年） 増加 

 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 
 これまでの主な取り組みと成果                 

消費者活動センターでは、消費者相談室や自主的な

消費者活動を支援する消費者ルームを設置しています。 

若年者や高齢者を対象に消費者被害防止啓発誌の発

行、小・中学生への学習教材の提供、コミュニティ・センタ

ーなどでの消費者相談員による出前講座の開催のほか、

市内各イベント（敬老のつどい、成人を祝福するつどい

等）での消費者被害防止啓発や情報提供を拡充しまし

た。その他、地域包括支援センターなどへ「悪質訪問販

売お断りシール」を配布し、消費者被害防止の一助としま

した。これらの取り組みにより、平成 22年度の消費者相談

の件数は、対前年比 7.6％減の 1,036 件となりました。 

雇用・就業施策の取り組みは、ハローワークと共催で

就職面接会を計６回（福祉関連・若年者向け２回・中高

年向け・年齢不問・パート 20人内定）開催しました。そ

の他、概ね55歳以上の求人・求職を支援している「わく

わくサポート三鷹」と共催で就職面接会（12人内定）を開

催しました。また、就職・再就職に向けた実践的なセミナ

ーを６回開催(参加325人)したほか、パートタイム就職支

援セミナー（参加80人）や女性の再就職支援セミナー(参

加28人)を実施しました。 

 

 平成23年度の取り組み課題               
悪質商法などの被害防止に対する啓発を継続的に実施

することや、効果的な各種消費者セミナーを開催するととも

に、その時々に有効な情報提供を行います。 

また、雇用・就業施策としては、国や都の制度の活用を

図るとともに、関係機関との連携をこれまで以上に深め、効

果的な施策を実施します。 

 まちづくり指標について 

平成 22 年度の消費者活動センター（地区公会堂含

む）利用者数は、猛暑と東日本大震災の影響もあり、

35,949 人（前年度比 3.7％減）となりました。 

高齢者就業支援や就職面接会は、平成 21 年度に

比べ、利用者数と内定者数がともに増加しており、19

年以降継続的に増加傾向にあります。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

消費者相談及び情報提供の充実については、消費者相談時間の延長を試行的に実施しました。あわせて

消費者活動支援団体との連携強化を図り、消費者相談員を事業所・高齢者支援施設等へ派遣し、消費者被

害防止啓発を行いました。また、消費者相談事例をホームページや広報に掲載したほか、関係機関のパンフレ

ット等をイベント会場、高齢者支援施設等で積極的に配布しました。食品の安全性の確保では、関連セミナー

を開催し、消費者教育の充実を図りました。 

 就労支援としては、月一回の仕事の相談窓口の開設や相談窓口ガイドブックを作成し、相談機能・情報提供

を充実させました。また、ハローワーク三鷹、東京しごと財団などの関係機関と連携を深め、就職面接会や就職

支援セミナーを実施しました。高齢者就業支援事業（わくわくサポート三鷹）では、事業内容を充実させ、利用

者が大幅に増加するとともに、就職率の向上を図ることができました。なお、勤労市民講座（ゆとりセミナー）及

び委託セミナーは、費用対効果を検証し平成 22 年度から実施を見送りました。 
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再開発の推進 

魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 
主な担当課：都市整備部まちづくり推進課 

第２部 
第６ 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
「三鷹駅前地区再開発基本計画」の 

主要６事業の達成状況   （協働指標） 

 着手・継続 完了 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
２件 

（①⑤） 
０件 

（ － ） 
前期実績値 

（平成 15 年） 
３件 

（①⑤⑥） 
０件 

（ － ） 
中期実績値 

（平成18年） 
１件 

（ ⑥ ） 
２件 

（①⑤） 

平成 19 年度達成値 １件 
（ ⑥ ） 

３件 
（①⑤⑥） 

平成 20 年度達成値 
０件 

（ － ） 
３件 

（①⑤⑥） 

平成 21 年度達成値 ０件 
（ － ） 

３件 
（①⑤⑥） 

平成 22 年度達成値  ０件 
（ － ） 

 ３件 
（①⑤⑥） 

目標値（平成 22 年） １件 
（④） 

３件 
（①⑤⑥） 

 
 

 これまでの主な取り組みと成果                

三鷹駅周辺の再開発については、三鷹駅前地区再

開発基本計画（平成17年度改定）に基づき、各施策を

推進しました。 

三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業（三鷹セン

ター周辺・文化劇場跡地）では、ＵＲ都市機構を中心と

した関係地権者が、市街地再開発事業に向けて検討

を進めています。当該地区については、ＵＲ都市機構

との連携を強化し、事業化に向けて関係地権者の合

意形成等を支援しました。 

また、三鷹駅南口西側中央地区協同ビル建設事業

では、民間の建替え事業の方向で、関係地権者が事

業推進に向けた検討を進めています。当事業につい

ては、良好な都市再開発の展開が図られるよう支援し

ました。 

 

 平成23年度の取り組み課題                          
三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業（三鷹センタ

ー周辺・文化劇場跡地）は、関係地権者が合意形成を

図っている段階にあり、都市計画決定の手続きまで至り

ませんでした。三鷹駅南口地区の中心市街地活性化に

寄与するものとなるよう、まちづくりや景観の視点から、

高度利用地区と市街地再開発事業の都市計画決定に

加えて、地区計画等の面的なまちづくりについても検

討します。 

 

 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

三鷹駅前地区再開発は、市の表玄関にふさわしい安全で快適な都市空間の創出と地域の活性化を目

指すもので、三鷹駅前地区再開発基本計画（平成 17 年度改定）を基礎として推進しました。 

平成 17年５月に第 12地区等東側地区協同ビル建設支援事業が完了し、続く平成 18年３月に三鷹駅南

口駅前広場第２期整備事業が完了しました。これにより、平成５年９月に完成した第１期事業部分とあわせ、

全体で約 8,000 ㎡の駅前広場が整備されました。また、平成 19 年 11 月の西側地区協同ビル建設事業支

援事業の完了にあわせて駅前デッキ西側を拡張し、人の流れの円滑化と駅前空間の一体化も図っていま

す。 

バリアフリーの推進にも重点をおき、機能性や利便性、安全性に配慮して整備を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 まちづくり指標について 

三鷹駅前地区再開発基本計画の主要６事業 

① 三鷹駅南口駅前広場第２期整備事業 

② 区域内幹線道路第２期整備事業 

③ 中央通りモール化整備事業 

④ 三鷹駅南口中央通り東地区再開発支援事業 

⑤ 第 12 地区等東側地区協同ビル建設支援事業 

⑥ 西側地区協同ビル建設支援事業 
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安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 

「バリアフリー道路」の延長 （行政指標）  
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
１，１６５ｍ 

前期実績値（平成 15 年） ２，８６４ｍ 

中期実績値（平成 18 年） ５，９１２ｍ 

平成 19 年度達成値 ６，９０１ｍ 

平成 20 年度達成値 ８，１０６ｍ 

平成 21 年度達成値 ８，８４５ｍ 

平成 22 年度達成値 １０，８０４ｍ 

目標値（平成 22 年） ７，２８０ｍ 

 
 

「バリアフリー化に向けて改修した道路」 
の延長             （行政指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
― 

前期実績値（平成 15 年） ２，５２３ｍ 

中期実績値（平成 18 年） ５，２０８ｍ 

平成 19 年度達成値 ５，３５７ｍ 

平成 20 年度達成値 ５，７６２ｍ 

平成 21 年度達成値 ５，９５２ｍ 

平成 22 年度達成値 ５，９７８ｍ 

目標値（平成 22 年） ９，０００ｍ 

 
 

都市計画道路の整備率  （行政指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
３４．９％ 

前期実績値（平成 15 年） ３８．３％ 

中期実績値（平成 18 年） ３９．１％ 

平成 19 年度達成値 ４０．５％ 

平成 20 年度達成値 ４１．０％ 

平成 21 年度達成値 ４１．２％ 

平成 22 年度達成値 ４１．９％ 

目標値（平成 22 年） ５０．２％ 

 
 

都市計画道路の整備率
（行政指標）

34.9
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安全で快適な道路の整備 

安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 
主な担当課：都市整備部道路交通課 

第３部 
第１ 

  ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況 ● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 これまでの主な取り組みと成果                 
幹線道路の整備については、前年度に引き続き三鷹

都市計画道路三３・４・13号（人見街道～連雀通り、延
長：466ｍ）の用地取得（195.51㎡）を行ったほか、三３・
４・７号（三鷹市八幡前交差点～下連雀七丁目交差点
付近）について、「新みちづくり・まちづくりパートナー事
業」により用地測量を実施しました。 

生活道路の整備については、前年度に引き続き市道
第 135号線（三鷹台駅前通り）の用地取得 105.51㎡
（96.72㎡は繰越明許）を行ったほか、建築指導行政との
連携を強化し、狭あい道路の拡幅の推進を図りました。 

バリアフリー道路の整備としては、バリアフリーのまち
づくり基本構想に基づき、重点整備地区である「三鷹駅
周辺地区」の風の散歩道(市道第141号線)（特定経路、
延長：400m）等について、歩道部の段差解消、視覚障
がい者誘導用ブロックを整備し、歩道のバリアフリー化を
行いました。さらに、市民との協働で市道第134号線等
に25基の「ほっとベンチ」を設置し、バリアフリー化を推
進しました。 

 
 平成23年度の取り組み課題                                                     

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律（バリアフリー新法）への対応等の時点修正を図ると
ともに、バリアフリーのまちづくりを一層拡充するために、
バリアフリーのまちづくり基本構想 2022（仮称）を策定し
ます。 

策定にあたっては、「まち歩き・ワークショップ」での市
民意見を反映させるとともに、パブリックコメントや市民会
議での検討など幅広い市民参加を行います。 

 まちづくり指標について 

バリアフリー道路の整備として、市道第 141 号線及

び、市道第 724号線の整備を行い、また、都道の整備も

進んだことにより、「バリアフリー道路」の整備延長は目

標値を達成し、「バリアフリー化に向けて改修した道路」

の整備も着実に進めることができました。 

都市計画道路の整備については、平成 22 年度末で

41.9％にとどまりましたが、調布保谷線や東八道路等の

事業が進んでいることから今後の進捗が期待されます。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

「バリアフリーのまちづくり基本構想」に基づき、重点整備地区として位置づけられた「三鷹駅周辺地区」を中

心に、市内各所でバリアフリーに向けた整備を行いました。その結果、特定経路(三鷹駅周辺地区)の整備率

100％を達成したほか、まちづくり指標である「バリアフリー道路」の延長についても目標値を大幅に上回ることが

できました。「バリアフリー化に向けて改修した道路」についても、目標値は達成できなかったものの着実な整備

を進めることができました。 

 都市計画道路の整備は、目標値には届かなかったものの、三３・４・13 号の早期完成を図るほか、三３・４・７号で

は、「新みちづくり・まちづくりパートナー事業」に着手したことに加え、東隣区間についても、東京都と連携をして事

業化を目指しているところです。 また、調布保谷線、東八道路、三３・４・19 号の事業が進んでいることから整備

率は今後上昇します。さらに、「多摩地域における都市計画道路整備方針」における優先整備路線等の事業着手

や交差点すいすいプランの着実な実施についても、引き続き東京都に働きかけを行います。なお、３・４・９号の整

備については、都市計画道路を順次整備する中で取り組みに至ることができませんでした。 
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緑と水の快適空間の創造 

安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 
主な担当課：都市整備部緑と公園課 

第３部 
第２ 

 
 

 市民一人当たりの公園緑地等の面積 
                    （行政指標） 

計画策定時の状況（平成 12 年） ４．０４㎡ 

前期実績値（平成 15 年） ４．２６㎡ 

中期実績値（平成 18 年） ４．４２㎡ 

平成 19 年度達成値 ４．４３㎡ 

平成 20 年度達成値 ４．５１㎡ 

平成 21 年度達成値 ４．３４㎡ 

平成 22 年度達成値 ４．３０㎡ 

目標値（平成 22 年） ５．００㎡ 

 
 市民一人当たりの公園緑地等の

面積（行政指標）
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 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
緑 被 率            （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ２３．４％ 

前期実績値（平成 14 年） ２１．１％ 

中期実績値（平成 18 年） ― 

平成 19 年度達成値 ３３．９％ 

平成 20 年度達成値 ― 

平成 21 年度達成値 ３３．４６％ 

平成 22 年度達成値 ― 

目標値（平成 22 年） 維 持 

 

 これまでの主な取り組みと成果                 

緑と水のネットワークの構築を図る回遊ルートの整備に

関する取り組みとしては、緑と水の拠点である大沢の里公

園で541㎡の用地買収を行いました。また、井の頭二丁目

公園の恒久的な確保に向け380㎡の用地を取得しました。

さらに、拠点や地域資源をネットワーク化し、観光や散策、

日常生活における利便性・回遊性の向上を図るため、歴

史・文化、自然等の資源を案内するサインを井の頭公園駅

前、山本有三記念館、大沢の里（２基）に計４基設置しまし

た。 

公園の整備・改修としては、新川丸池公園、下連雀たん

ぽぽ児童遊園等のリニューアル工事、大沢むつみ児童遊

園の複合遊具の改修を「安全で安心な公園づくりガイドラ

イン」に基づき実施しました。 

花と緑豊かなまちづくりに向けた取り組みとしては、街か

どの花壇づくりとして、プラン検討から土づくり・花苗の植え

付け作業までを市民と協働で行いながら、リサイクル市民

工房で花壇づくりを行うとともに下連雀つぼみ児童遊園で

コミュニティガーデン（地域花壇）の整備を実施しました。ま

た、北野中央公園内を実習場所として活用し、緑のボラン

ティア講座で剪定作業などを行いました。 

市制施行60周年記念事業「花と緑のフェスティバル」に

ついては、９月20日に花と緑の広場において、事業のＰＲと

ガーデナー相互の交流を図るためのプレイベントを実施す

るとともに、９月25日には暫定管理地内で「花と緑のフェス

ティバル」のメインイベントと「都市の緑を守るフォーラム」を

同時開催しました。 

 

 平成23年度の取り組み課題                                                       

 緑と水の基本計画 2022（仮称）の策定については、平成

22 年度に実施した「まち歩き・ワークショップ」での市民意

見等の抽出と計画への反映、上位計画等との整合を図りな

がら、改定に向けた具体的作業に取り組みます。 

 また、安全で安心な公園づくりについては、地域のニー

ズに合った魅力的な公園、震災等に強く災害時の拠点とな

る公園づくりを市民と協働で進めます。 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 まちづくり指標について 
市制施行 60 周年記念に向け平成 21 年度に

撮影した航空写真データを活用し緑被率の調査

を実施しました。東部地区での東京外かく環状道

路事業での農地等の減少などにより 0.44%の減と

なりました。公園緑地等の面積については、都立

武蔵野の森公園の完成に伴う面積精査等によ

り、一人当たり 0.04 ㎡の面積減となりました。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

 花と緑のまちづくり事業の推進については、地域の住民が主体となって展開する緑と水の活動に対し、きめ細

やかに対応できる新たな協働推進のサポート組織の設置を平成 18 年から検討を進め、平成 21 年４月２日に

「花と緑のまち三鷹創造協会」を設立、同年８月にＮＰＯ法人の認証を取得し法人化しました。同協会の活動を

推進・支援しながら、役割分担と連携を図り平成 22 年９月には市制施行 60 周年記念事業となる「花と緑のフェ

スティバル」を開催しました。また、ガーデニングフェスタや街かどの花壇づくり、公園緑地を活用したコミュニテ

ィガーデンの整備などを同協会と協働して事業を展開しました。 

 安全で安心な公園づくりの推進については、「安全で安心な公園づくりガイドライン」に基づき、公園における

防犯性や安全性の向上を図りつつ、市民参加による地域のニーズにあわせた公園のリニューアルを年２～３園

程度、木製遊具等の老朽化による交換については年１園程度を、計画的に実施しました。 

 

 

 

 

 

※平成 19 年度調査より、上空から撮影した航空

写真データを活用した調査方法に変更しました 
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安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 第３部 
住環境の改善  １ 住環境の改善 

安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 
主な担当課：都市整備部まちづくり推進課 

第３部 
第３ 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
バリアフリー化を行った公共施設・

店舗等の総件数      （行政指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ６２件 

前期実績値（平成 15 年） １０９件 

中期実績値（平成 18 年） １８７件 

平成 19 年度達成値 １９６件 

平成 20 年度達成値 ２１２件 

平成 21 年度達成値 ２２０件 

平成 22 年度達成値 ２２４件 

目標値（平成 22 年） ２４０件 

 
 

バリアフリー化を行った
公共施設・店舗等の総件数

（行政指標）
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まちづくり推進地区、地区計画、 

建築協定等の指定件数 （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） １件 

前期実績値（平成 15 年） １件 

中期実績値（平成 18 年） ５件 

平成 19 年度達成値 ６件 

平成 20 年度達成値 ６件 

平成 21 年度達成値 ８件 

平成 22 年度達成値 ９件 

目標値（平成 22 年） ８件 

 
 

 これまでの主な取り組みと成果                      

土地利用総合計画 2010 に基づき、全ての市民が安
全で快適な生活が営めるよう、政策誘導の土地利用や
協働のまちづくりの具体的な事業や制度の活用を進め
てきました。 

政策誘導の土地利用については、平成 20 年度に建
築物の敷地面積の最低限度の指定地域を拡大し、第一
種低層住居専用地域以外の住居系用途地域や準工業
地域にも指定するとともに、特別用途地区の拡充などを
行い、これらについて、引き続き適切な運用を図りまし
た。 

公庫総合運動場の閉鎖に伴い、土地利用転換を適
正に誘導するため、下連雀五丁目地区地区計画の都市
計画を決定し、地区計画区域内における建築物の制限
条例等の改正を行いました。 
地域のまちづくり支援については、三鷹台まちづくり

協議会、連雀通りまちづくり協議会、新川宿まちづくり協
議会、大沢まちづくり研究会の活動支援を行い、協働の
まちづくりを推進しました。 
バリアフリー化については、東京都福祉のまちづくり

条例及び三鷹市福祉のまちづくり要綱の該当事業につ
いて、基準に基づいた整備を指導しました。バリアフリー
化された施設も増加し、一定の成果が上がっています。 

 

 平成23年度の取り組み課題                  
安全で快適な歩行空間の確保や、商業の活性化に

配慮した三鷹台駅前周辺地区のまちづくりの推進を進
めます。三鷹市まちづくり条例に基づく「まちづくり推進
地区整備方針」の策定に向けて、市民意見を聞きながら
引き続き検討を進めます。 
達成状況と現在の課題整理を行い土地利用総合計

画 2022（仮称）の策定に取り組みます。 
また、景観法に基づく景観計画として、三鷹風景・景

観づくり計画 2022（仮称）策定に向けて取り組みます。 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 まちづくり指標について 

まちづくり推進地区等の指定件数は、平成 22 年度で９件となり目標値を達成しました。 
平成22年のバリアフリー化総件数は、４件でした。この原因は、長引く景気低迷や土地の供給状況によ

るものと思われます。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

土地利用総合計画 2010（都市計画マスタープラン）に基づき、敷地面積の最低限度の指定や地区計画の策

定並びに特別用途地区の指定など、地域の特性に応じて様々な土地利用や協働のまちづくりに関する具体的

取り組みを行ってきました。 

住宅の建て詰まりを防止し、ゆとりある良好な住宅地の形成を誘導するため、平成 16 年度には第一種低層

住居専用地域で建ぺい率 50％以下の地域を対象として建築物の敷地面積の最低限度を 100 ㎡と定め、平成

20 年度にはその他の住居系用途地域や準工業地域での最低限度も定めました。それ以外にも、地区計画に

よりそれぞれの地域の特性にあわせて建築物の敷地面積の最低限度を指定し、環境配慮制度の導入により事

業者に対して行政指導を行うなど良好な住環境整備の誘導に努めました。 

また、三鷹風景・景観づくり計画 2022（仮称）の策定にあたり、平成 22 年度はまち歩き・ワークショップの取り

組みに加えて、「三鷹風景百選」の取り組みを行い、風景・景観づくりに向けた市民全体の機運を高めながら計

画づくりの検討を進めました。 
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第３部 
住環境の改善 ２ 安全安心のまちづくり 

安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 
主な担当課：生活環境部安全安心課 

第３部 
第３ 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
安全安心・市民協働パトロールへの参
加人数            （協働指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
― 

前期実績値（平成 15 年） ― 

中期実績値（平成 18 年） １，１８１人 

平成 19 年度達成値 １，３２７人 

平成 20 年度達成値 １，４０５人 

平成 21 年度達成値 １，５９５人 

平成 22 年度達成値 ２，２６２人 

目標値（平成 22 年） ２，５００人 

 
 

三鷹市内の刑法犯発生件数 
（協働指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
２，９６５件 

前期実績値（平成 15 年） ２，６５１件 

中期実績値（平成 18 年） ２，２９１件 

平成 19 年度達成値 ２，１６６件 

平成 20 年度達成値 １，９５２件 

平成 21 年度達成値 １，８９０件 

平成 22 年度達成値 １，７６７件 

目標値（平成 22 年） １，９００件 

 
 三鷹市内の刑法犯発生件数

（協働指標）
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● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 
 これまでの主な取り組みと成果                      

安全安心の取り組みについては、犯罪の抑止と地域

の防犯力向上を目的に、地域の町会や自治会及び三

鷹警察署など関係機関との協働により、市内に点在す

る落書きの消去活動を７地区で実施しました。 

子どもの安全対策では、防犯啓発パネル「パトロール

警戒中」を作成し、各小学校（学童保育所含む）、中学

校、保育園及び公園に設置しました。また、市内各地

域に設置されている防犯立て看板（「ひったくりに注意」

「ちかんに注意」等）については、経年劣化に伴い新た

に防犯啓発パネルを作成し、約50か所を交換しました。 

「安全安心・市民協働パトロール」は、現在、町会・自

治会等46団体1,547人、事業者等23団体（243事業所）

ボディパネル装着車715台まで拡大し、市内のほぼ全域

で活動が展開されています。また、「安全安心メール」

は、東日本大震災の影響による計画停電等の情報発信

に活用され、配信登録者は16,773人に拡大し、市民の

安全・安心情報の適時配信に活用されています。 

「生活安全に関するガイドライン」は、引き続き普及・

啓発を行うとともに建築・都市計画行政と連携を図り、窓

口での指導を行っています。 

これらの総合的な安全安心体制による取り組みによ

り、平成22年中の市内の犯罪発生件数は、1,767件と平

成20年から３年連続で2,000件を下回り、大きな成果が

表れました。                                                                 

 平成23年度の取り組み課題                  
安全安心・市民協働パトロール参加団体や安全安心

メール登録者の拡大を図るとともに、犯罪の抑止と地域

の防犯力向上のため、昨年に引き続き、市内に点在す

る落書きの消去活動を実施するなど、総合的な安全安

心体制の推進を図ります。 

 まちづくり指標について 
  安全安心・市民協働パトロールへの新規参加団体、安全安心パトロール車の貸出、マップづくり講習会
参加者については概ね目標指標を達成しました。パトロール参加者は、これまで長年にわたり地域でパト
ロール活動を実施してきた三鷹防犯協会に所属する８団体（385人）が新たに参加したことにより、2,262人
と拡充が図られました。また、平成 22 年中の犯罪発生件数は 1,767 件となり、昨年よりさらに減少しまし
た。 

 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

平成 16 年４月に安全安心課を設置し、生活安全の推進母体である生活安全推進協議会を中心として、市

民・事業者・警察等関係機関と連携して安全安心のまちづくりに取り組みました。防犯カメラの設置及び運用

に関する条例の制定、安全安心緊急情報対応マニュアルの作成、安全安心情報ネットワークシステムの整備

（安全安心メールの配信：平成 18 年２月開始）、生活安全に関するガイドラインの策定等、安全安心体制の整

備を進めました。また、安全安心パトロール車による巡回（平成 16 年７月開始）及び安全安心パトロール車の

貸し出し（平成 19 年 11 月開始）、安全安心・市民協働パトロールへの参加団体を募集するほか、子どもの安

全対策として、地域安全マップの作成（平成 16 年 12 月）や地域安全マップシールを作成（平成 17 年 12 月）

し、市内 15 小学校の児童へ配布し、活用を図りました。教育委員会では、防犯ブザーの貸与、子ども避難所

の設置、学校安全推進委員（スクールエンジェルス）を小学校全 15 校に配置し公立小中学校全 22 校に防犯

カメラを設置するなど、総合的な安全安心体制の推進を図りました。なお、主要事業に掲げた親子安心システ

ムについては、子どもが携帯電話を学校に持ち込むことができないため、計画が進んでいない状況です。 
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 安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 第３部 

災害に強いまちづくりの推進 

安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 
主な担当課：総務部防災課 

第３部 
第４ 

安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 第３部 

災害用備蓄倉庫の設置箇所数
（行政指標）
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災 害 用 備 蓄 倉 庫 の 設 置 箇 所 数 
（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 12 年） ２２か所 

前期実績値（平成 15 年） ２６か所 

中期実績値（平成 18 年） ３１か所 

平成 19 年度達成値 ３５か所 

平成 20 年度達成値 ３６か所 

平成 21 年度達成値 ３９か所 

平成 22 年度達成値 ３９か所 

目標値（平成 22 年） ３８か所 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
建 築 物 の 不 燃 化 率  （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ４９．５％ 

前期実績値（平成 15 年） ５１．５％ 

中期実績値（平成 18 年） ５２．８％ 

平成 19 年度達成値 ５３．４％ 

平成 20 年度達成値 ５３．４％ 

平成 21 年度達成値 ５３．６％ 

平成 22 年度達成値 ５３．７％ 

目標値（平成 22 年） 向上 

 
 

 これまでの主な取り組みと成果                 

防災機能の強化については、学校施設の建替え工事及び耐

震補強工事を実施しました。防災情報システム整備では、全国瞬

時警報システムＪ-ＡＬＥＲＴを整備しましたが、３月11日に発生し

た東日本大震災により、Ｊ－ＡＬＥＲＴの緊急地震速報情報が不安

定となっていたため、運用開始を当初予定より２か月遅らせ６月１

日としました。また、地域防災無線からＭＣＡ無線への更新を実

施しました。 

防災コミュニティづくりについては、自主防災組織を中心に地

域、市、防災関係機関が連携した総合防災訓練や防災関係機関

連携訓練を実施するとともに、避難所運営連絡会の設置を推進し

ました。総合防災訓練メーン会場である連雀地区の第一中学校

では、倒壊家屋からの生存者の救出や、重機による瓦礫

撤去など、警察、消防、消防団、協力団体、地域住民が

連携した訓練を実施しました。防災関係機関連携訓練で

は、38団体に参加及び協力いただき、市災害対策本部の運用や

防災機関及び応援協定締結団体との連携強化を図るための訓練

を実施しました。 

推進体制の整備について、危機管理体制の強化として、Ｉ

ＣＴ事業継続計画を策定したほか、地震及び強毒性インフル

エンザ等感染症に対応した事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を

開始しました。また、災害から市民の生命財産を守るため、

前年度に引き続き市長会全額補助（平成 21 年度から３年間

の継続事業）により家具転倒防止器具の設置普及事業を実

施し、2,348 件（うち取付 272 件）に配布したほか、自動体外

式除細動器（ＡＥＤ）を 24 時間営業のコンビニエンスストアに

設置し、市が設置・管理するＡＥＤは 61 台となりました。 

 平成23年度の取り組み課題              

地域防災計画の改定では、 庁内の組織改正や新川防災

公園・多機能複合施設（仮称）整備事業による防災拠点化な

ど考慮した見直しを行うとともに、３月 11 日に発生した東日

本大震災を踏まえ、震災時等緊急対応体制及び事業継続

計画（ＢＣＰ）の確立に努めます。                                        

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 まちづくり指標について 

建築物の不燃化率は、53.7％で、前年

に比べ約 0.1 ポイント向上しました。 

災害用備蓄倉庫の設置箇所数は、平成

21 年度に 39 か所となり、目標値を既に達

成しています。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

「地域防災計画」の改定については、平成 20 年３月に改定しましたが、その後の庁内の組織改正や新川防

災公園・多機能複合施設（仮称）整備事業による防災拠点化などを考慮し、再度、見直しを行います。 

災害用備蓄倉庫の充実については、行政指標となっている設置数は目標を達成しましたが、今後は災害用

備蓄倉庫未設置の避難所施設の解消を推進します。 

消防団詰所の整備は、平成 21 年度の第一分団詰所の完成により、全詰所の耐震化が完了しました。 

防災情報システムの整備については、地域防災無線の更新としてＭＣＡ無線を整備するとともに、全国瞬時

警報システムＪ－ＡＬＥＲＴを整備し、防災通信体制の強化を図りました。 

防災コミュニティづくりとしては、防災関係機関との連携を強化するため、防災関係機関連携訓練を隔年実

施するとともに、避難所運営連絡会の拡充を図りました。 

推進体制の整備としては、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に取り組むとともに、災害時医療連携訓練を実施

し、災害時医療体制の強化を図りました。また、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置の拡充を進めました。 

 

 

 

 

 



  46 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 第３部 

都市交通環境の整備 

安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 
主な担当課：都市整備部道路交通課 

第３部 
第５ 

バス交通不便地域の割合  （協働指標） 
計画策定時の状況 

（平成 10 年） 
２５％ 

前期実績値（平成 15 年） １５％ 

中期実績値（平成 18 年） １５％ 

平成 19 年度達成値     １３％ 

平成 20 年度達成値 １３％ 

平成 21 年度達成値 １３％ 

平成 22 年度達成値 １３％ 

目標値（平成 22 年） ５％以下 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

駅前地域の放置自転車の台数（１日当たり）
（行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

５７８台 

前期実績値（平成 15 年） ６８６台 

中期実績値（平成 18 年） ５３４台 

平成 19 年度達成値    ３２９台 

平成 20 年度達成値 ３０３台 

平成 21 年度達成値 ２８６台 

平成 22 年度達成値 ３０２台 

目標値（平成 22 年） １００台以下 

 
 

駅前地域の違法駐車の台数（１日当たり） 
（行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

３０台 

前期実績値（平成 15 年） ２０台 

中期実績値（平成 18 年） ２０台 

平成 19 年度達成値 １５台 

平成 20 年度達成値 １４台 

平成 21 年度達成値 ２０台 

平成 22 年度達成値 １２台 

目標値（平成 22 年） ５台以下 

 
 駅前地域の放置自転車の台数

（1日当たり）  （行政指標）
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 これまでの主な取り組みと成果                   

前年度に引き続き、コミュニティバス事業基本方針に
基づき、コミュニティバスの運行ルートの見直しを行って
きました。新規運行を目指す新川・中原ルートについて
は、警視庁の指示に基づき待避所の用地取得や整備工
事を進めましたが、さらに交通安全対策を検討する必要
があり、運行開始には至りませんでした。 

平成22年３月に設置した地域公共交通活性化協議会
において、公共交通等に関するアンケート調査及びヒア
リング調査を実施し、コミュニティバスを含む公共交通等
に関する要望を聴取しました。同協議会において幅広い
議論を行い、地域公共交通総合連携計画2022（仮称）の
策定に向けて取り組みました。 

放置自転車対策については、警察との協働による撤
去の強化や撤去体制の見直し、さらには放置防止用防
護柵の設置などにより、年々改善が見られ、一定の効果
を上げているところです。 

交通安全の推進としては、小学校児童、幼稚園児を対
象に歩行訓練と自転車教室等の交通安全教室（132回
開催、延べ17,192人参加）を実施し、また、主に社会人を
対象とした自転車安全講習会（６回開催、延べ466人参
加）を開催しました。新たな取り組みとして、スタントマン
による交通事故の再現等を行うスケアード・ストレイト方式
による自転車安全教室を市内の中学校において開催し
ました。 

 

 平成23年度の取り組み課題               
新川・中原ルートについて引き続き関係機関と協議を進

め新規運行を目指します。また駐輪場整備基本方針を策
定し、その中で放置自転車対策の推進についても検討し
ていきます。 
また、平成22年度実施の公共交通等に関するアンケー

ト調査の結果を踏まえ、地域公共交通活性化協議会での
検討を進め、地域公共交通総合連携計画2022（仮称）を
策定します。 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 まちづくり指標について 

バス交通不便地域の割合は横ばいでした。放置自転

車台数については、前年度より微増となりましたが、全体

としては減少傾向にあります。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

補完交通としてのコミュニティバスの整備・拡充については、平成 18 年に策定したコミュニティバス事業基
本方針に基づき、新川・中原ルートの新規運行に向けた取り組みや既存ルートの見直しを地域住民の意見を
聞きながら進めました。 
駐輪場整備基本方針の策定については、誰もが安心して利用できる駐輪場を目指し、駐輪場の適正な管

理運営、公平で適正な受益者負担等の検討を行いました。 
自転車事故などに関する知識の習得や交通モラルの向上を促す自転車安全講習会を開催し、受講者に

は市独自の自転車安全運転証を交付するなど交通安全意識の高揚を図りました。また、平成 20 年度には国
と警察庁が合同で実施するモデル事業地区としてかえで通りに自転車道の整備を行いました。交通渋滞緩
和や環境負荷軽減にもつながる取り組みとしてサイクルアンドバスライド３か所を設置しました。 
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環境保全の推進  １ 環境保全 

人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる 
主な担当課：生活環境部環境対策課 

第４部 
第１ 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 これまでの主な取り組みと成果                 
平成16年度より実施している芸術文化センター等の省

エネルギー対策事業（ＥＳＣＯ事業）では、一定のエネルギ
ーの削減ができました。また、スーパーエコ庁舎推進事業
では、第二庁舎に複層ガラスや高効率照明などを導入し
ました。昨年度実施した本庁舎の複層ガラス化による実証
実験の結果を、事業者向けの省エネルギー講座や本庁
舎１階ＰＲコーナーで周知し、普及啓発を行いました。 

市制施行60周年記念事業として、「みたか環境フェスタ
2010」を開催し、環境ミュージカル、電気自動車の展示等
環境保全の啓発等を図り約2,500人が参加しました。また
環境学習事業では、廃品打楽器パフォーマンスコンサート
に80人、環境映画上映会（「HOME～空から見た地球」）に
45人の参加があり、環境意識の啓発を行いました。 

さらに、市民、非営利団体、事業者等による先導的な活
動の支援のために環境基金を活用し、環境標語を募集し
て12人を表彰しました。また、環境ポスターでは14人、環
境活動では２団体と１人を表彰しました。 

ＩＳＯ14001 については、市庁舎等の環境マネジメントシ
ステム（ＥＭＳ）の定期審査及び環境センターの更新審査
によりそれぞれ認証の継続と更新が行われ、簡易版ＥＭＳ
も順調に運用しました。学校版ＥＭＳについては、モデル
校を選定し、実地調査を行いました。 
 平成23年度の取り組み課題                          

平成 20 年度以降、電気使用量のデータが電力会社より
提供されなくなったため、達成状況の把握ができなくなりま
したが、今後も広報やホームページを活用し市民などに省
エネルギーの意識啓発を行います。また、環境基本計画
2022（仮称）の策定と、まちづくり総合研究所において、「サ
ステナブル都市三鷹」の研究を進めます。さらに、地球温
暖化対策実行計画（第３期）の策定に取り組みます。 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
三鷹市内で使用する総電気使用量 

（協働指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
769,743 千 kWh 

前期実績値（平成 15 年） 765,900 千 kWh 
平成 17 年度達成値 802,196 千 kWh 

中期実績値（平成 18 年） 788,037 千 kWh 
平成 19 年度達成値 822,309 千 kWh 
平成 20 年度達成値 － 
平成 21 年度達成値 － 
目標値（平成 22 年） 759,681 千 kw/h 

 
 

市 民 一 人 当 たりの電 気 使 用 量 
※家庭用のみ対象  （協働指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

１，９９９kWh 

前期実績値（平成 15 年） ２，０３５kWh 
平成 17 年度達成値 ２，２１２kWh 

中期実績値（平成 18 年） ２，１６５kWh 
平成 19 年度達成値 ２，２２０kWh 
平成 20 年度達成値 － 
平成 21 年度達成値 － 
目標値（平成 22 年） ２，１０３kWh 

 
 

三 鷹 市 公 共 施 設 の 温 室 効 果 ガ ス 
総排出量          （ 行 政 指 標 ） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

３４，３８６ｔ 

前期実績値（平成 15 年） ３６，０６７t 
平成 17 年度達成値 ３３，７０７t 

中期実績値（平成 18 年） ３５，２５３t 
平成 19 年度達成値 ２７，７７６t 
平成 20 年度達成値 ２６，１９５t 
平成 21 年度達成値 ３０，５８３t 
目標値（平成 22 年） ２９，４７６t 

  
 三鷹市公共施設の温室効果ガス総排出量

　（行政指標）
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30,58333,707
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 まちづくり指標について 
平成12年度と比較し、市内で使用する総電気使用量は、平成

19年度実績で6.8％増加し、市民一人当たりの電気使用量は

11.1％増加しました。三鷹市公共施設の温室効果ガス総排出量

は、平成19年３月に策定した地球温暖化対策実行計画第２期計

画に基づき、平成21年度達成値と目標値を算出しています。平

成21年度は、排出量が若干増加したため、目標値を達成するこ

とができませんでした。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

環境基本計画の推進については、みたか環境活動推進会議を設置し、市民・事業者・市の協働による環境

保全への取り組みを進めました。公共施設の省エネルギー対策としては、平成 16 年度よりＥＳＣＯ事業を実施

し、平成 21 年度、22 年度に実施したスーパーエコ庁舎推進事業では、庁舎の複層ガラス化、太陽光発電の導

入、高効率照明の導入及び市役所中庭芝生化を実施するとともに、パンフレットの作成・配布やＰＲコーナーを

設置するなど普及啓発に努めました。 

環境学習としては、毎年多様な事業を行い、特に平成 22 年度に開催した市制施行 60 周年記念事業「みた

か環境フェスタ 2010」では、市民・市民団体・事業者との協働により環境保全の啓発等を行いました。 

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）は、ＩＳＯ14001 を取得した市庁舎・環境センターと、簡易版ＥＭＳを導入し

た直営施設で順調に運用しており、省エネルギー及び環境保全に効果を上げています。学校版ＥＭＳは、次年

度以降のモデル校での実施を目指して準備を進めています。 
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環境保全の推進 ２ 公害防止 

人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる 
主な担当課：生活環境部環境対策課 

第４部 
第１ 

 これまでの主な取り組みと成果                

公害に関する情報提供の充実のため、従来からの「環

境保全のあらまし」の冊子の配布に加えて、ホームページ

を有効に活用し、最新の情報提供に努めました。ダイオキ

シン類対策の推進については、野外焼却の禁止と小型焼

却炉の使用中止の指導を行いました。 

また、平成22年度は、三鷹台児童公園、中原雑木林公

園、堀合児童公園の３か所の「土壌」中のダイオキシン類

の調査を行い、すべて環境基準値を下回る結果でした。

公共施設のアスベスト除去については、平成21年度に策

定した除去計画に基づき、1か所（あけぼの保育園）実施

しました。残りの３か所については平成23年度に除去を完

了する予定です。また、一般大気中のアスベストモニタリ

ング調査を市内３か所で年４回実施し、すべて検出下限

値（0.3本/リットル）未満でした。 

 

 平成23年度の取り組み課題              
大気汚染については全般的にはかなり改善されつつあ

りますが、光化学オキシダントなどは、いまだに厳しい状

況であり、東京都や他市との連携により、一層の改善に努

めます。また、市民の健康かつ安全な生活環境の確保に

向け、法令等に定める環境基準値が常時保たれるよう、

公害発生の原因物質の排出抑制を継続して指導するとと

もに、化学物質の管理体制の強化、公害の監視測定をよ

り一層整備します。 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価  ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
公用車に占める低公害車の割合 

（行政指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） １２．０％ 

前期実績値（平成 15 年） ２０．６％ 
中期実績値（平成 18 年） ３９．０％ 
平成 19 年度達成値 ４３．８％ 
平成 20 年度達成値 ４５．３％ 
平成 21 年度達成値 ４６．８％ 
平成 22 年度達成値 ４７．７％ 
目標値（平成 22 年） 増加 

 
 

大気中の浮遊粒子状物質（SPM）の環境基

準（注） ①日平均の値の２％除外値  
                   （協働指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

０．０８３mg/㎥ 

前期実績値（平成 15 年） ０．０７０mg/㎥ 
平成 17 年度達成値 ０．０５８mg/㎥ 

中期実績値（平成 18 年） ０．０５３mg/㎥ 
平成 19 年度達成値 ０．０５６mg/㎥ 
平成 20 年度達成値 ０．０５１mg/㎥ 
平成 21 年度達成値 ０．０５１mg/㎥ 
目標値（平成 22 年） 基準値以下 

 
 

大気中の浮遊粒子状物質（SPM）の環境基
準（注） ②１時間値が０．２０mg/㎥を超え
た時間数              （協働指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

２時間 

前期実績値（平成 15 年） １時間 
平成 17 年度達成値 ０時間 

中期実績値（平成 18 年） ０時間 

平成 19 年度達成値 ０時間 
平成 20 年度達成値 ０時間 
平成 21 年度達成値 ０時間 
目標値（平成 22 年） 基準値以下 

 
 公用車に占める低公害車の割合

（行政指標）
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％

 

（注） 環境基準は、１時間値の１日の平均値（日平均値

の２％除外値）が 0.10mg/㎥以下であり、かつ１時間値

が 0.20mg/㎥以下であること。 

 まちづくり指標について 

公用車の買い替えでは低公害車の購入を推進し、平

成22年度は２台の低公害車を導入しました。その結果、

公用車111台中、低公害車53台となり、その割合は

47.7％となりました。今後導入する公用車については、

原則、低公害車とします。大気中の浮遊粒子状物質（Ｓ

ＰＭ）については、最新値である平成21年度実績にお

いても環境基準を達成しました。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

公用車の低公害車導入の割合は平成 22 年度で 47.7％となり、目標である対前年増加を達成しました。今後

も原則低公害車の導入を積極的に進めます。 

環境に関する情報提供としては、環境測定データなど、公害発生の情報や公害防止に関する情報提供の

内容の充実を図ってきました。また、環境白書に相当する「環境保全のあらまし」を毎年発行し、冊子を作成す

るほか、ホームページにわかりやすく掲載することで情報の入手機会の拡充を図りました。 

また、ダイオキシン類の発生抑制のため、野外焼却の禁止と小型焼却炉の使用禁止の指導を行うとともに、

大気・土壌・河川等のダイオキシン類調査を行いました。 

公共施設の環境対策（ＰＣＢ・アスベスト・シックハウス等）及び公共施設の改修・解体工事におけるアスベスト

の飛散防止など、指導を徹底しました。  
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 資源循環型ごみ処理の推進 

人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる 
主な担当課：生活環境部ごみ対策課 

第４部 
第２ 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
一 人 一 日 当 た り の 総 排 出 量 

（協働指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
９７７ｇ 

前期実績値（平成 15 年） ９２４ｇ 
中期実績値（平成 18 年） ８９２ｇ 
平成 19 年度達成値 ８４６ｇ 
平成 20 年度達成値 ８２６ｇ 
平成 21 年度達成値 ７８５ｇ 
平成 22 年度達成値 ７４３ｇ 
目標値（平成 22 年） ８５０ｇ 

 
 

最終処分場に埋め立てるごみの量 
（行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

６，３６６㎥ 

前期実績値（平成 15 年） ３，４１６㎥ 
中期実績値（平成 18 年） ２２９㎥ 
平成 19 年度達成値 ０㎥ 
平成 20 年度達成値 ０㎥ 
平成 21 年度達成値 ０㎥ 
平成 22 年度達成値 ０㎥ 
目標値（平成 22 年） 減少 

 
 一人一日当たりの総排出量

（協働指標）
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 これまでの主な取り組みと成果                 

家庭系ごみ有料化の効果について、ごみ量等の検

証を行い、市ホームページ及び広報特集号で公表しま

した。家庭系ごみ有料化後１年間の比較で、「燃やせる

ごみ」3,457ｔ、「燃やせないごみ」709ｔの減量となり、総

量としても3,771t、8.7％の減量・資源化を図ることができ

ました。また、家庭系ごみ有料化による減量効果の継続

を図るため、市民や事業者との協働によるごみ減量キャ

ンペーン等を４回実施するなど市民への啓発活動に積

極的に取り組むとともに、パトロールによるごみの出し方

指導を引き続き実施しました。 

新ごみ処理施設の整備については、建設区域内の

資源化施設等の移設及び解体後、８月より建設工事に

着手しました。環境影響評価については、事後調査計

画書に基づき、大気質調査や建設工事に係る騒音・振

動調査を実施しました。市民検討会では、施設、環境影

響評価、コミュニティ機能を検討し、11月に第２期検討

委員会における２年間の報告書が提出されました。地

元協議会では、環境保全に関する協定作成に向け検

討を進めています。 

 平成23年度の取り組み課題              
 平成22年度における助言者会議からの提言を基に、広

く市民の意見を反映させながら、ごみ処理総合計画2015

を改定します。 

 家庭系ごみ有料化によるごみの減量・資源化の効果を

持続するため、ごみ減量キャンペーンやパトロールによる

ごみの出し方指導等を継続して実施するとともに、ごみの

発生抑制のための仕組み作りに取り組みます。 

 新ごみ処理施設の整備については、引き続き施設建設

工事を推進するとともに、第３期検討委員会で環境学習機

能などを検討します。また、地元協議会で引き続き環境保

全に関する協定作成に向けて検討を進めます。 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 まちづくり指標について 

平成 22 年度の一人一日当たりの総排出量は 743ｇ、最終処分場に埋め立てるごみの量も０㎥であり、

計画策定時の状況と比較して大幅に減少し、協働指標・行政指標ともに目標を達成することができまし

た。これは、市民等との協働によるごみ減量キャンペーンを継続して実施するとともに、資源物の分別収

集(平成 17年)、空きびん・空き缶の戸別収集(平成 20年)、家庭系ごみの有料化(平成 21年)など、ごみの

減量・資源化施策を進めた成果です。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

 家庭系ごみの有料化の実施にあたっては、ごみ減量・有料化検討市民会議による答申を踏まえ、慎重に検

討を進め、市民の意見を聞く会、パブリックコメント等を経て、平成 20 年 12 月に家庭系ごみ有料化に関する条

例が可決された後、市民説明会など多岐に渡る啓発活動により周知を図りました。家庭系ごみ有料化後１年間

の比較で、「燃やせるごみ」3,457t、「燃やせないごみ」709tの減量となり、総量としても 3,771t、8.7％の減量・資

源化を図ることができました。 

 新ごみ処理施設の整備については、新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会からの答申を踏まえ、平成

18 年３月に新ごみ処理施設整備基本計画を策定しました。基本計画に基づき、平成 20 年３月以降、新ごみ処

理施設整備実施計画の策定、環境影響評価書の公示、都市計画変更の告示・決定、地元協議会の設置等を

経て、平成 22 年８月より建設工事に着手しています。 
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水循環の促進 １ 上水道と雨水利用 

人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる 
主な担当課：水道部工務課 

第４部 
第３ 

石綿セメント製導水管の残存率 
（行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

― 

前期実績値（平成 15 年） ８７．３％ 
中期実績値（平成 18 年） ４６．３％ 
平成 19 年度達成値 ０％ 
平成 20 年度達成値 ０％ 
平成 21 年度達成値 ０％ 
平成 22 年度達成値 ０％ 
目標値（平成 22 年） ０％ 

 
 

経年管（配水管）の残存率 
         （行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

― 

前期実績値（平成 15 年） １０．１％ 
中期実績値（平成 18 年） ７．４％ 

平成 19 年度達成値 ６．１％ 
平成 20 年度達成値 ４．６％ 
平成 21 年度達成値 ３．７％ 
平成 22 年度達成値 ３．１％ 
目標値（平成 22 年） １．２％ 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

経年管（配水管）の残存率
(行政指標）
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 これまでの主な取り組みと成果                      

東京都水道事業の受託事務も９年目を迎え、都水道局

との連携をより緊密に図りながら、安全で良質な水の安定

供給と市民サービスのさらなる向上に取り組みました。 

石綿セメント製の配水管及び導水管の布設替えについ

ては、平成19年度をもって当初予定を完了し、残存率が

０％となりました。また、平成21年度には、水源井の統廃合

により休止管としていた石綿セメント製の導水管をすべて

撤去しました。 

管路の耐震化及び都水道局が進める「安全でおいしい

水プロジェクト」の一環として、昭和47年度以前に布設され

た普通鋳鉄製配水管を耐震性の高いダクタイル鋳鉄管に

布設替えする経年管取り替え事業については、2,139.0ｍ

を布設替えし、残存率は3.1％となりました。 

さらに、昭和30年代から昭和40年代に布設されたダクタ

イル鋳鉄管の直管と高級鋳鉄管の異形管が混在している

路線を初期ダクタイル管といい、この路線の耐震化を図る

ため、平成21年度から初期ダクタイル管の取り替え事業に

着手しています。平成22年度で配水管総延長に対する初

期ダクタイル管の残存率は3.6％となりました。 

 

 平成23年度の取り組み課題              

 経年管取り替え事業及び初期ダクタイル管取り替え事業に

ついては、経年管の残存率を2.3％、初期ダクタイル管の残

存率を3.0％とします。さらに、新規事業として、震災時の断水

被害を最小限に止めるため、ダクタイル鋳鉄管の耐震継手化

事業を推進します。また、平成23年度末で事務委託方式が

解消されるため、解消後の東京都水道局との連携のあり方に

ついても検討します。 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 

 まちづくり指標について 

  石綿セメント製導水管の取り替え事業については、平成 19 年度に残存率が０％となり、取り替えが完

了しました。 

経年管（配水管）の取り替え事業ついては、2,139.0ｍの布設替えを行い、残存率は平成 22 年度で

3.1％となりました。計画目標値の残存率 1.2％に及ばなかった原因は、都市計画道路及び都水道局直

轄工事の計画が具体化されたためです。この計画に合わせた施工とするため、目標年次を当初の平成

23 年度末から都水道局の最終目標年次である平成 25 年度末に変更したことにより、目標値には及び

ませんでした。 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

 石綿セメント製配水管の管種変更については、導水管の管種変更を含め、平成 19 年度にすべて完了しまし

た。経年管の解消については、平成 17 年度から計画どおり事業着手し、経年管解消に向け、今後も着実に推

進します。多摩地区水道経営改善基本計画に基づく都営水道事業の事務委託解消への対応については、平

成 22 年度に事務委託方式解消のための所要の手続が完了し、徴収系に係る業務を東京都に移行しました。

深井戸の適正な維持管理については、水源井掘り替え工事、水中ポンプの取り替え工事及び水源井更生工

事を実施し、水源井の統廃合を行いました。 
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水循環の促進 ２ 下水道と雨水浸透 

人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる 
主な担当課：都市整備部下水道課 

第４部 
第３ 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
雨水浸透ますの設置数（協働指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） ２６，１８６基 

前期実績値（平成 15 年） ３５，５１１基 
中期実績値（平成 18 年） ４２，６１４基 
平成 19 年度達成値 ４５，０９５基 
平成 20 年度達成値 ４７，０６７基 
平成 21 年度達成値 ４９，３７５基 
平成 22 年度達成値 ５１，５３７基 
目標値（平成 22 年） ４８，６００基 

 
 

分流式下水道の整備面積（行政指標）  
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
１２４．００ha 

前期実績値（平成 15 年） １３１．００ha 
中期実績値（平成 18 年） １３６．９８ha 
平成 19 年度達成値 １３９．５９ha 
平成 20 年度達成値 １４７．６２ha 
平成 21 年度達成値 １５１．３２ha 
平成 22 年度達成値 １５２．９８ha 
目標値（平成 22 年） １４９．００ha 

 
 雨水浸透ますの設置数

（協働指標）

48,600

51,537

42,614

49,375

26,186

35,511

45,095
47,067

20,000

30,000

40,000

50,000

H12 H15 H18 Ｈ19 H20 H21 H22 目標

基

 

● 施策の評価～平成 22 年度を振り返っての評価 
 これまでの主な取り組みと成果                 

震災時においても下水道の機能を確保できるよう施設

の耐震化を図るため、下水道再生計画（下水道地震対策

整備計画）に基づき、市民センターを中心に防災拠点周

辺の下水道施設の耐震化に取り組みました。また、合流

式下水道改善計画に基づき、合流式下水道改善事業を

実施するとともに、都市型水害対策として、集中豪雨によ

る浸水被害等を踏まえ、引き続き中原地区で雨水管等の

整備を実施しました。さらに、新川地区で貯留管等の整

備を実施しました。この都市型水害対策を行ったことで、

平成 22 年度に１時間当たり 50mm 相当の降雨がありまし

たが、浸水被害は見受けられず、一定の効果がありまし

た。 

下水道管渠維持管理としては、管渠清掃（5,281.5m）、

陶製取付管の塩化ビニル管への布設替え（178 か所）等

計画的な維持管理に努めました。 

また、市の単独処理区である東部処理区の流域下水

道への編入は、平成21年７月に「多摩川・荒川等流域別

下水道整備総合計画」に位置付けられました。この計画

と整合を図りながら東京都及び単独処理区を持つ八王

子市、立川市と協議を重ねました。 

 

 平成23年度の取り組み課題               

東日本大震災が発生し、下水道施設を含むライフライン

が大きな被害を受けたことから下水道再生計画（下水道地

震対策整備計画）の重要性を再認識して推進します。ま

た、集中豪雨による都市型水害対策についても引き続き整

備を行い、災害に強い下水道施設の実現に向け関連計画

と整合性を図りながら実施します。 

 まちづくり指標について 

雨水浸透ます設置の取り組みは、一般住宅については市で設置する制度を有効に活用するようＰＲ

する一方、開発行為や中高層建物についてはまちづくり条例に基づく指導を行った結果、順調な進捗

をみることができました。また、分流式下水道整備としては、雨水管の布設、既設の合流管を雨水管に

転換するなど積極的に取り組み、整備面積が順調に伸びました。 

 

 第３次基本計画（第２次改定）の達成状況等 

まちづくり指標の達成状況は、雨水浸透ますの設置数（協働指標）については、目標値 48,600 基に対して

51,537 基（106.0％）でした。また、分流式下水道の整備面積（行政指標）については、目標値 149.00ｈａに対

して 152.98ｈａ（102.7％）となっています。２つの指標とも目標値を上回り、これまでの取り組みの成果が表れ、

順調な達成状況となりました。 

また、平成 20 年度に下水道再生計画（下水道地震対策整備計画）を策定しました。この計画に基づき、地

域防災計画に位置付けられた防災拠点周辺の下水道施設の耐震化を、優先順位の高いものから、緊急か

つ重点的に推進しています。さらに、平成 21 年度には合流式下水道改善計画を改定し、まちづくり指標であ

る分流式下水道の拡大、ろ過スクリーン等の設置、道路雨水貯留浸透施設の設置など、計画どおり進捗しま

した。 
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